　重要事項説明書
（通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション事業所）
1.事業所の名称等
　　①施設名　介護老人保健施設さざんか
　　②開設年月日　平成5年9月1日
　　③所在地　島根県浜田市金城町七条ハ４０３番地
　　④電話番号　０８５５－４２－２２００
　  ⑤ＦＡＸ番号　０８５５－４２－２２１１
　　⑥介護保険事業所番号　３２５１９８００１１

2.事業の目的
　　　要介護状態にある者又は要支援状態と認定された利用者（以下「利用者等」という。）に対し、適正な通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とします。

3.運営の方針
　　①当事業所の従業者は、利用者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者等の心身機能の維持回復を図ります。
　　②通所リハビリテーションは、利用者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し計画的に行います。
③通所リハビリテーションの実施に当たっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。
④介護予防通所リハビリテーションは、利用者等の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、その目的を設定し計画的に行います。
　　⑤介護予防通所リハビリテーションの実施に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。

4.従業者の職種、員数、及び職務内容
　　当事業所に従事する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりです。
1 医師 ２人(常勤兼務)
医師 １人(非常勤兼務)
　　　　　医師は、通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションの実施に関する従業者への指示を行います。

2 従業者
　　　 作業療法士　　２人（常勤兼務）
　　　 理学療法士　　１人（常勤兼務）
　　　 介護職員　　　６人（常勤専従４人、非常勤専従２人）
　　　　従業者は、通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを提供します。

5.営業日及び営業時間
　　当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりです。
1 営業日　　月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日
2 休業日　　１月１日、土曜日、日曜日
3 サービス提供時間　　午前９時３０分～午後３時４５分（送迎時間を除きます。）
　　  ④ 営業時間　   午前８時００分～午後５時００分

6.利用定員
　　　利用定員は、３５人です。

7.通常の事業の実施範囲
　　　浜田市（旧浜田市、旧那賀郡金城町）です。

8.通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションの内容
　＜当事業所が実施する指定通所リハビリテーションは次のとおりです。＞
1 原則６時間以上７時間に満たない通常規模通所リハビリテーション
2 居宅と当事業所間の送迎
3 入浴介助
4 食事介助
5 排泄介助
　　指定通所リハビリテーションは、医学的管理の下で要介護者等に対する心身機能の維持回復を図り、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するため、医師等の従業者が共同して作成したリハビリテーション実施計画に基づき下記（１）を目的とし（２）の訓練を行います。
（1） 目的
1 ＡＤＬの低下防止
2 ＱＯＬの維持・向上
3 寝たきり防止
4 社会性の維持・向上
5 精神状態の改善
6 その他、利用者の状態の改善
（2） 訓練等
1 治療用ゲーム、手工芸用具を使った趣味的訓練
2 日常生活動作に関する訓練
3 自助具適用・使用訓練
4 運動療法
5 物理療法
6 歩行訓練、基本動作訓練
　＜当事業所が実施する介護予防通所リハビリテーションは次のとおりです。＞
1 介護予防通所リハビリテーションは、介護予防に資するよう医師、作業療法士等によって作成される介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
2 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、入浴介助を実施します。
3 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、運動機器による機能向上を実施します。
4 居宅と事業所間の送迎を実施します。
5 食事の提供を行います。

9.利用料金
　　別紙利用料金表のとおり

10.緊急時等における対応方法
　　サービス提供中に容態の変化などがあった場合は、主治医、ご家族、居宅介護支援事業者などへ連絡をします。

11.事故発生時の対応
　　サービス提供中に事故が発生した場合は、医師の指示の下ご利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかにご利用者がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。また、事故の状況及び事故に関してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。

12.損害賠償
　　当事業所のサービス提供中に、ご利用者の生命、身体、財産に対して賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって速やかに損害賠償いたします。ただし、天変地異などの不可抗力による場合など、当事業所に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。また事故発生時にご利用者に重大な過失があった場合は損害賠償を減じることがあります。

13.非常災害対策
　　消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策をおこないます。
（1） 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
（2） 非常災害設備は常に有効に保持するよう努めます。
（3） 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限に留めるため、自衛消防組織を編成し任務にあたります。
（4） 防火管理者は、従業者に対して防火訓練、消防訓練を実施します。
1 防火教育及び基本訓練（消化・通報・避難）２回/年
2 非常災害用設備の使用方法の徹底　随時
（5） その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

14.個人情報保護の取扱いについて
　　事業所の従業者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏らしません。事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏らしません。事業者は、ご利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、必要な範囲内でご利用者又はご家族の個人情報を用いることがあります。事業者は、ご利用者の求めに応じてサービス提供記録を開示することがあります。

[bookmark: _Hlk167112215]15.虐待防止について
当施設は、虐待の発生を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
1 当施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに
その内容について介護職員その他の従業員に周知徹底を図ります。
2 当施設における虐待の防止のための指針を整備します。
3 当施設において介護職員その他の従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年
２回以上）実施します。
4 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

16.ハラスメント対策について
適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係
を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員等の就業環境
が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

17.感染症対策について
感染症が発生又は蔓延しないように、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1 感染症の発生及び蔓延等を防止するための委員会を設置し、定期的（概ね３月に１回以上）に
開催します。
2 感染症の発生及び蔓延等を防止するための指針を整備します。
3 従業員に対し、感染症の発生及び蔓延等を防止するための研修を定期的（年２回以上）に実施
します。
4 感染症の発生及び蔓延等をした場合に備え、定期的（年２回以上）に訓練を実施します。


18.苦情処理体制
　　苦情相談窓口担当者　 課長　藤田　雅志
ご利用時間　月～金　８：３０～１７：００
ご利用方法　電　話　０８５５－４２－２２００
　　　　  意見箱　事務所受付前に設置

市町村担当窓口
浜田地区広域行政組合介護保険課
　　　    住所　〒697-8501
            島根県浜田市殿町1番地（浜田市役所北分庁舎1階）
　　　    TEL　０８５５　２５－１５２０
　　    　FAX  ０８５５　２５－１５０６
　　　    受付時間　午前8時30分～午後5時15分
浜田市役所健康医療対策課
　　　    住所　〒697-8501
            島根県浜田市殿町１
　　　    TEL　０８５５　２５－９３２０
　　　    FAX  ０８５５　２３－９４４０
　　　    受付時間　午前8時30分～午後5時15分

外部苦情相談窓口
島根県国保連合会介護保険係(苦情相談窓口)
　　　    住所　〒690-0825
            島根県松江市学園１－７－１４
　　　    TEL　０８５２　２１－２８１１
　　    　FAX  ０８５２　６１－９０５１
　　　    受付時間　午前9時～午後5時 (土・日・祝日は除く)苦情相談窓口担当者

　19.ハラスメント対策について
　　　適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

20.提供するサービスの第三者評価の実施状況
　　　　第三者評価は実施しておりません。




令和　　　年　　月　　日
（乙）当事業者は、甲１に対する通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。                         

	（乙）事業者
　　　　　　　　　　所在地　　  島根県浜田市金城町七条ハ４０３番地
　　　　　　　　　　名  称　　　医療法人社団沖田内科医院 介護老人保健施設さざんか
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　

（甲）私は、重要事項説明書に基づいて、乙からサービス内容及び重要事項の説明を受けました。

　　　　　　　（甲１）利用者　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　（甲２）利用者の家族　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（甲２）利用者は身体の状況等により署名ができないため、利用者本人（甲１）の意見を確認の上、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。

　　　　　　　（甲２）署名代行者　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
